
災害ADRは裁判より迅速で、柔軟性がある
紛争解決ができるとされています。
東日本大震災や熊本地震、平成30年の岡山
豪雨災害、令和4年の静岡台風15号水害の際
などにも数多く利用されています。

令和５年６月台風２号及び梅雨前線による大雨被害により、建
物が損壊して賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、土砂崩
れなど近隣間でのトラブルに悩んでいませんか？
弁護士会の和解あっせん（災害ADR）は、災害に関連する民事
上の紛争について、弁護士が和解あっせん人として当事者双方
の言い分をよく聞いて、話し合いで紛争の円満な解決をめざす
ものです。

申立手数料は
無料です

（紛争解決時には成立

手数料が発生します）

申立てを
弁護士が

サポートします

原則３回以内の
話し合いで紛争解決

をめざします

弁護士会の和解あっせん
(災害ADR)

和歌山弁護士会 紛争解決センターが
令和５年６月台風２号及び梅雨前線による大雨被害に
関連したトラブルを解決するお手伝いをします

お問い合わせ

和歌山弁護士会 紛争解決センター
〒640-8144 和歌山市四番丁5番地 和歌山弁護士会館内

073-422-4580
http://www.wakaben.or.jp/

TEL 073-436-5322FAX

和歌山弁護士会公式
キャラクター
「ほぅえ～る」



【法律相談から申込】

弁護士が紹介状をお渡し
します。

和解成立

【代理人弁護士から申立】

弁護士に依頼し，弁護士が
代理人として申立て

和解
不成立

第２～３
回期日

（回数はケ
ースによっ
て異なりま
すが、原則
３回での解
決を目指し
ます）

第１回
期日

相手方
応諾

（話し合い
なので相手
方が手続に
応じる意向
がないとき
は、手続は
終了してし
まうことに
なります）

災害ＡＤＲの流れ

【申立サポート申込】

①申込用紙の郵送/FAX
②和歌山弁護士会
（073-436-5322）

   に電話

弁護士に
よる申立
サポート

（弁護士が
内容確認の
電話を差し
上げます）

災害ＡＤＲの費用

申立手数料（通常11,000円）は無料です。

成立手数料として，下記の基準での金額の半額を当事者折半でご負担頂きますが，事情によって

は最大4分の1まで減額となる場合もあります。
和解による解決金の額 成立手数料の算出基準

１００万円以下 ８％
１００万円超～３００万円以下 ５％＋ ３万円
３００万円超～３０００万円以下 １％＋１５万円

３０００万円超 ０．５％＋３０万円
（別途消費税が加算されます）

氏 名 （ふりがな）

（会社名及び代表者名）

住 所
〒

連絡先 TEL
携
帯

氏 名 （ふりがな）

（会社名及び代表者名）

住 所 〒

連絡先 TEL
携
帯

□雇用関係 □借地借家 □近隣問題 □建物やマンションの修繕 □損害賠償 □その他（ ）

和歌山弁護士会 紛争解決センター 御中（ＦＡＸ： ０７３－４３６－５３２２）

災害ＡＤＲ申込用紙 (申込人の連絡先は，平日・日中に連絡可能な電話番号をご記入ください。)

相
手
方

申
込
人

紛争
類型

申立書と
紹介状を
弁護士会
に提出
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